
令和８年度 事 業 計 画 

 

基 本 理 念 「自主（自分のものとして考え）・自立（自分たちの力で育てる） 

・共働（力を合わせて働く）・共助（互いに助け合う）」 

 

Ⅰ．基本方針 

  国内の景気状況は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心に見られるも

のの、緩やかに回復しているといわれています。しかし、潜在成長力は伸び悩み、賃

金の伸びは物価上昇に追いつかず、食料品を中心とした物価上昇により、個人消費

は力強さを欠いている状況にあります。 

  国内の労働力人口（15歳以上）は減少傾向にあり、地域の高齢者がこれまでに培

ってきた経験や能力を発揮し、生涯現役で社会参加することが求められています。 

 こうした中、シルバー人材センター（以下「シルバー」という。）は、少子高齢化に

伴う社会での労働力の担い手として、また高齢者が生涯現役で社会参加できる受け

皿の一つとして、重要な役割を担っていくことを期待されています。 

しかしながら、70歳までの定年延長や雇用継続が法改正のもとに進められており、

シルバーにとっては、会員確保の困難化や会員平均年齢の上昇の要因となっていて、

シルバー事業を取り巻く環境は、さらに厳しさを増しています。 

  こうした中にあっても、高齢者の雇用と社会参加を促進し、地域の期待にこたえ

られるように、シルバーの役割はますます大きくなってきています。 

令和８年度のセンター事業実施についても、情勢を十分に見極めながら、会員の皆

様と共に着実に事業展開を図ってまいります。 

 

令和８年度の目標を次のとおりとします。 

 令和８年度 

会 員 数 ８１０人   

契約金額 ４７３，０００千円  

会員増強では、全国シルバー人材センター事業協会が会員拡大の新たな取り組み

として策定した「新たな仲間づくり計画」において、令和 12 年度末までに会員を 10

万人増加させる目標を設定しています。目標達成に向けた各センターの年度別目標

数に基づき、当センターの令和８年度目標を 810 人としています。 

契約金額にあっては、業務の縮小等が予定されている事業所もありますが、前年度

実績を考慮しながら業績拡大を目指し令和８年度目標を４７３，０００千円として

います。 

公益社団法人として適切な法人運営を行うには、健全財政の確立が重要です。その

ため、補助金確保及び増額に向けた要望活動を行っていきます。 



次に、安全就業では、傷害事故、賠償事故ともに多発している状況にあります。障

害事故では、転倒等が約半数を占める一方、酷暑による熱中症や蜂刺されも発生しま

した。賠償事故では草刈り作業による事故が半数を占めます。今後もヘルメット及び

安全ベストの着用といった基本的な安全対策に加え、ストレッチや体操などの運動

を取り入れ、体の柔軟性を高めること、作業現場の業務開始前確認と養生の徹底など

を遵守いただき、事故ゼロを目指して会員の安全意識の高揚を図る取組みを実施し

ます。 

シルバーは「自主・自立・共働・共助」という共通理念の下、高齢者に地域の日常

生活に密着した就業機会を提供すると共に、さまざまな社会参加を通じて、健康で生

きがいのある生活の実現を図り、地域社会の福祉の向上と活性化に寄与しています。

地域の皆様のご期待に、より一層、応えられるよう努めて参ります。 

また、会員の意識の高揚と健康増進並びに親睦を図る事業を推進すると共に、ボラ

ンティア事業などの社会貢献活動に取組みます。 

 

Ⅱ．事業内容 

 

１．公益目的事業 

（１）就業機会の確保と提供及びその就業を援助する事業 

一般家庭、公共団体、民間企業等から臨時的・短期的又は軽易な業務の就業機 

会の確保を積極的に行います。併せて適切に業務が遂行できるよう安全の確保 

に努めるとともに、就業を通じた社会参加と生きがいづくりの活動を支援しま 

す。 

１）ホームページ・会報の活用やイベント開催によりシルバーを周知啓発すると

ともに高年齢者の就業機会の確保に取組みます。 

２）会員拡大・事業参加促進等の取組みとして実施しているポイント制度を引続

き行います。 

３）センターの「適正就業基準規程」に基づき、会員に適正かつ公平な就業機会

の提供に努めます。 

４）除草や剪定等の会員の高齢化及び後継者不足の就業分野においては、町域又

はエリアを超えた応援体制と分業化を進め、就業機会の確保に努めます。 

５）高年齢者が様々な形態で地域社会と関わり、生きがいの充実や社会参加の促 

進を図るため、市内の公共施設や介護施設等の草刈り・草引き・植木剪定・ 

清掃作業の奉仕活動を実施します。 

６）市民の皆様にシルバーへのより深い理解と日頃の感謝の気持ちを伝えると共

に会員間の連携強化を図るために「シルバーまつり」を開催します。 



７）会員の安全な就業確保のため、安全委員会委員を中心としたパトロールの実

施とシルバー事務局だより等による安全啓発を行います。 

 

  

（２）就業に関する情報の収集及び提供等の事業 

    就業機会の確保と提供の効果を一層高めるため、ホームページ・会報 シルバ

ーたんば（Live）・シルバー事務局だより 等により情報提供するとともに、会

員の知識・技術の習熟のための取組みを実施します。 

    また、会員への情報伝達の円滑化、フリーランス法に基づく包括的契約への

対応として、会員専用サイト「Smile to Smile」（スマイル ツー スマイル）

への会員登録を勧めていきます。 

   １） 就業情報の提供と就業相談 

    ① 月２回開催している入会説明会において、会員意識・センターの趣旨・

事業概要を説明すると共に、就業相談に応じます。 

    ② ハローワークやワークサポートたんばが主催する就職相談等に協力する

とともに、シルバーへの登録・相談コーナーを定期的に開設します。 

    ③ 配分金明細書を郵送の際、必要に応じ就業情報の募集状況を提供します。 

   ２） 就業情報の調査及び研究 

    ① シルバー会員が就業していない事業所等の調査及び研究 

    ② 上部団体等が開催する研修会への参加による研究の推進 

    ③ 他センターの運営状況の調査及び研究 

   ３） 就業に関する講習会等の実施 

    ① 草刈り・植木剪定講習会 

    ② 刃物研ぎ講習会 

    ③ 網戸・障子・襖張替え講習会 

    ④ その他必要とされる講習会・教室 

     

（３）社会貢献活動に関する事業 

    小学校の冬休み期間にこども習字教室を開催し、社会貢献活動に努めます。 

 

（４）一般労働者派遣事業（シルバー派遣事業） 

    （公社）兵庫県シルバー人材センター協会が実施する一般労働者派遣事業（シ

ルバー派遣事業）の実施事業所として、高年齢者の就業に適した臨時的かつ短

期的又はその他の軽易な業務に係る雇用を希望する高年齢者にシルバー派遣事

業を実施します。また、協会と緊密な連携を図りながら、高年齢者の多様な働き

方の選択肢として実施します。 



 

（５）有料職業紹介事業 

    （公社）兵庫県シルバー人材センター協会が実施する有料職業紹介事業の実

施事業所として、高年齢者の就業に適した臨時的かつ短期的又はその他の軽易

な業務に係る雇用を希望する高年齢者に職業紹介事業を実施します。 

 

 

２．共益事業 

（１） 会員の健康増進と親睦交流を図るため、グラウンド・ゴルフ大会を実施します。 

（２） 会員の生きがい、趣味を活かした同好会活動を支援するため、新入会員説明会

での PR と定時総会開催時等を活動発表の場として提供します。また、新たな同

好会の立ち上げ支援のためシルバー事務局だより等により PR を行います。 

 

３．法人事業 

（１） 定時総会を毎年度１回（５月）開催 

（２） 理事会を年６回（２ヶ月毎）以上開催し、代表理事及び業務執行理事の職務執

行状況を報告 

（３） 監事監査を年２回実施 

 

 


